
北竜町まちづくりチャレンジ応援事業支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「ひまわりホールディングス」で目指す未来につながるまちづくりプロ

ジェクト（以下「プロジェクト」という。）の一環として、町民等が創意工夫により自主的

及び主体的に行う活動に対する支援を行うことにより、町民総参加のまちづくりを進めると

ともに、地域創生による関係人口の創出と拡大を図るため、北竜町まちづくりチャレンジ応

援事業支援金（以下「支援金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めるも

のとする。 

（交付対象者） 

第２条 支援金の交付対象となる者は、プロジェクトに意欲のある１５歳以上（高校生以上）

の町民等とする。ただし、構成員が未成年者の場合は、活動に対し責任を負える成人者が責

任者となること。 

２ 町外の個人・グループの場合は、北竜町への居住を検討している、又は北竜町の関係人口   

となる明確な意思があること。 

（交付対象事業） 

第３条 支援金の交付対象事業は、北竜町を活動の拠点として実施する、次に掲げる各号のい  

ずれかに該当する事業とする。 

（１）若者同士の交流の場を創出する事業 

（２）独創性、先進性のある自発的な企画による事業 

（３）まちづくり人材、組織の育成に関する事業 

（４）北竜町の地域資源を活用し、新たな魅力を創出する事業 

（５）北竜町の地域課題の解決に資する事業 

（６）北竜町の関係人口の創出につながる事業 

（７）その他町長が認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の事業は、交付対象事業としない。 

（１）営利を目的とする事業 

（２）特定の個人、団体のみが利益を受ける事業 

（３）飲食のみを目的とする事業 

（４）国、地方公共団体、その他の団体等から助成等を受けている事業 

（５）従来から行われている事業をそのまま実施する事業 

（６）政治的活動に関する事業 

（７）宗教的活動に関する事業 

（８）公序良俗に反する事業 

（９）その他町長が不適当と認める事業 

（交付期間） 

第４条 支援金の交付期間は、令和 7 年 7 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日までとする。ただ

し、支援金の交付決定は年度ごとに行うものとする。 

（交付額） 

第５条 支援金の交付額は、予算の範囲内において、１事業１００万円（交付率10/10）を上  



限とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定による支援金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て   

るものとする。 

３ 収益性のあるものや法人等の経費、人件費など交付率を10/10とすることが、不適当とみ  

なされるものは交付率を1/2とする。 

（交付対象経費） 

第６条 支援金の交付対象経費は、事業の実施に要する次の各号に掲げる経費とする。 

（１）講演会、研修会に係る経費 

（２）先進地視察などに係る旅費 

（３）消耗品等の事務費 

（４）広報宣伝費 

（５）原材料費 

（６）事業の実施に直接必要な設備・備品購入費 

（７）その他、事業の実施に必要と認められる経費 

（交付申請） 

第７条 支援金の交付を受けようとする者は、町長が定める期限までに北竜町まちづくりチャ 

レンジ応援事業支援金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に、次に掲げる書

類を添えて、町長に提出するものとする。 

（１）事業計画書（様式第２号） 

（２）収支計画書（様式第３号） 

（３）その他町長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を北竜町まち 

づくりチャレンジ応援事業支援金交付決定通知書（様式第４号。以下「決定通知書」という。）  

により、申請者に通知するものとする。 

（概算払請求） 

第９条 前条により交付決定通知を受けた者は、北竜町まちづくりチャレンジ応援事業支援金  

概算払請求書（様式第５号。以下「概算払請求書」という。）により、支援金を請求するも 

のとする。 

（事業の変更及び中止） 

第１０条 支援金の交付を受けた者が、やむを得ない事情により事業の主要な部分を変更又は  

事業を中止する場合は、速やかに町長に北竜町まちづくりチャレンジ応援事業（変更・中止）  

承認申請書（様式第６号）を提出し、町長の承認を受けなければならない。 

２ 町長が前項の規定により承認をした場合は、北竜町まちづくりチャレンジ応援事業（変更・  

中止）承認通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 支援金の交付を受けた者は、事業完了後３０日以内又は交付決定があった日の属す 

る年度の３月末日のいずれか早い期日までに北竜町まちづくりチャレンジ応援事業実績報  

告書（様式第８号。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添付して、町長に提出

するものとする。 



 

（１） 収支明細書（様式第９号） 

（２） 領収書の写し 

（３） 事業の実施経過を記録した書類 

（４） その他必要な書類又は資料 

（額の確定） 

第１２条 町長は、実績報告書の提出があったときは、これを審査し、交付決定の内容等に適 

合すると認めたときは、支援金の額を確定し、北竜町まちづくりチャレンジ応援事業支援金

確定通知書（様式第１０号）により申請者に通知するものとする。 

（交付請求） 

第１３条 前条により交付決定通知を受けた者は、北竜町まちづくりチャレンジ応援事業支援

金交付請求書（様式第１１号）により、支援金を請求するものとする。 

（支援金の返還） 

第１４条 町長は、実績報告書に基づき事業内容及び収支決算について審査した結果、事業を

中止した場合のほか不適切と認められる場合は、支援金の一部又は全部を返還させることが

できる。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和７年７月１日から施行し、令和１０年３月３１日まで適用する。 


